
令和８年４月の
「こどもふっかパーク」

オープンに先だち
利用カード交付申請
 受付を実施します！

（深谷市こども館）

利用カード
事前申請のご案内

こどもふっかパーク

お問合せ 深谷市こども青少年課 TEL:048-574-6646

県内最大級の屋内あそび場が深谷市に誕生！
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右 の       二次元コ ー   ドか ら
申 請 してく だ さ い

申請方法

くわしくは

ウラ面へ

！

申請フォーム       二       次       元      コード

 
     利用カードは
ふかやのこども         限定



こどもふっかパークとは

　施設の入場に必要な氏名や生年月日な
どを登録した二次元コード付きのカード
です。交付された利用カードは、18 歳の
誕生日を迎える年度の終わり（3 月 31 日）
まで使用できます。

申請方法

　　　　 対象者

 申請期間

交付方法

　登録完了後、３月中旬頃にご自宅に
利用カードを郵送します。

　市内在住のこども
　（平成20年4月2日以降に生まれたかた）
　 ※大人の利用カードはありません。

　 ※保護者などの付添人の入場にはこどもの利用カード 

        が必要です。

　開館後の申請は混雑が予想されますので、
できるだけ事前の電子申請をご利用いただく
ことをお勧めします。

　深谷市として初めて整備する屋内遊戯施設であり、こども達が安心して遊び・

学ぶことができ、保護者同士が交流し相談できる場として、こども達の健全育成や

子育て支援の拠点となる施設です。

　メインとなる「アソビバ」は、大型ネット遊具やデジタル遊具、年齢や障害の

有無にかかわらず誰でも遊べるインクルーシブ遊具などを設けます。その他にも、

自由に身体を動かせる「わんぱくアリーナ」、音楽やダンスの練習ができる「ケイコバ」、

水遊びができる「アビルバ」、工作、調理ができる「ツクルバ」、図書室「ヨメルバ」、

自習室「マナビバ」などを設けており、多様な遊びと学びの体験ができます。

　こども館を利用できるかたは、０歳から１８歳までのこどもとその付添人です。

　市民のかたは無料で利用できます。

　

令和８年１月５日 （月） ～３月１６日 （月）

「利用カード」とは

　こどもふっかパークでは、こどもが安心して安全に施設を利用できるよう、セキュリティゲートを
設置します。市内にお住いのこどもが入場するには「こどもふっかパーク利用カード」が必要と
なります（以下「利用カード」とします）。

施設概要 HP 利用カード申請案内 HP

こどもふっかパークはココ！！

こ ど も ふ っ か パ ー ク

 利用カー ド事前申請

料　金
無料です。

    オモテ面の申請方法欄にある二次元コード
から申請フォームへアクセスしてください。

スマートフォンやパソコン等の
申請環境をお持ちでないかたは
こども青少年課へお問い合わせ
ください

の ご 案 内

こどもふっかパーク、利用カード事前申請について、詳しくは

右の二次元コードから市ホームページへアクセスしてください。
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